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(57)【要約】
【課題】生体組織を検査する内視鏡の操作部に設けられ
る流体の開口ポートの構成が簡素であり、先端部から延
びる信号線及び流路が配置される、操作部内の開口ポー
ト周りの内部空間において出っ張りがない構成を提供す
る。
【解決手段】生体組織を検査する内視鏡の流体を送出、
吸引する流体操作部の開口ポートは、突出部内部空間を
有する管形状の外殻部材の突出部と、前記突出部内部空
間に挿入され、前記挿入方向に移動しないように位置決
めされた、前記流体の供給あるいは吸引を行う装置に装
着される口金部材と、前記口金部材の外周に設けられ、
前記口金部材と前記突出部との間の隙間に挿入され、位
置決めされた前記口金部材を前記口金部材の挿入方向に
押圧して前記突出部に固定するように構成された固定部
材と、を備える。前記固定部材により前記突出部に固定
された前記口金部材の挿入側先端は、前記突出部内部空
間に位置する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体組織を検査する内視鏡であって、
　生体組織を検査するセンサを備え、気体あるいは液体のいずれかの流体を吐出あるいは
吸引する先端開口が設けられた先端部と、前記センサの信号線及び前記先端開口それぞれ
から延びて前記流体が流れる流路を少なくとも備えたケーブルと、を備えた挿入部と、
　前記挿入部と接続され、前記流路への前記流体の供給あるいは前記流路からの前記流体
の吸引を行う開口ポートを備えた流体操作部を含む、前記先端部を操作するための操作部
と、を備え、
　前記流体操作部は、
　前記流路を形成する管及び前記信号線が内部に配置される、外殻部材で形成された筒状
部と、
　前記筒状部から突出し、前記開口ポートを備えた開口ポート突出部と、を備え、
　前記開口ポートは、
　前記外殻部材の前記筒状部から枝分かれして突出し、かつ前記筒状部内の筒状内部空間
から枝分かれした突出部内部空間を有する、管形状の前記外殻部材の突出部と、
　前記流体の供給あるいは吸引を行う装置と装着可能に構成された口金と、前記口金と接
続されて前記流体が流れる流路と、が設けられ、前記突出部内部空間に挿入され、かつ挿
入方向に移動しないように前記突出部内部空間内で位置決めされる口金部材と、
　前記口金部材と前記突出部の内壁との間の、前記口金部材の外周にある隙間に挿入され
、位置決めされた前記口金部材を前記口金部材の前記挿入方向に押圧して前記突出部に固
定するように構成した固定部材と、を備え、
　前記固定部材により前記突出部に固定された前記口金部材の挿入側先端は、前記突出部
内部空間に位置する、ことを特徴とする内視鏡。
【請求項２】
　前記突出部の内壁には、前記突出部の突出先端から前記突出部の基部を見て、前記内壁
面から前記突出部内部空間の内側に向かって張り出した段差が設けられ、
　前記口金部材には、前記口金部材を位置決めするために、前記口金部材の外周から外側
に突出し前記段差と当接するフランジが設けられ、
　前記固定部材は、前記フランジが前記段差に当接した前記口金部材を前記段差に向かっ
て押圧することにより、前記口金部材を前記突出部に固定するように構成されている、請
求項１に記載の内視鏡。
【請求項３】
　前記口金部材の前記フランジが前記段差に当接する当接位置から前記口金部材の挿入側
の先端面までの距離Ａは、前記筒状内部空間から枝分かれする前記突出部内部空間の開始
位置から前記段差が前記フランジに当接する当接位置までの距離Ｂに比べて短い、請求項
２に記載の内視鏡。
【請求項４】
　前記筒状部の内側には、前記筒状部を前記筒状部の内側から補強する筒状補強部材が設
けられ、
　前記口金部材には、前記口金部材に設けられた前記流路から延びる、前記流体が流れる
管が設けられ、
　前記筒状補強部材には、前記管が通るための穴が前記突出部の位置に対応して設けられ
、前記穴の大きさは、前記管の大きさより大きく、前記口金部材の挿入側の先端面の大き
さよりも小さい、請求項１～３のいずれか１項に記載の内視鏡。
【請求項５】
　前記固定部材は、前記突出部内部空間の内壁との嵌め合せにより前記突出部に固定され
る、請求項１～４のいずれか１項に記載の内視鏡。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の内視鏡と、
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　前記内視鏡から送られる前記センサの信号を用いてデータ処理を行い、画像を出力する
プロセッサと、を含む内視鏡システム。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体組織を検査する内視鏡及び内視鏡システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日、人体内部の生体組織を検査するために内視鏡が用いられる。内視鏡には、空気や
液体を送る、あるいは空気や液体を吸引する流路が設けられている。例えば、超音波気管
支鏡の先端部には、生体組織を検査する超音波プローブと、生体組織の超音波検査を可能
にする超音波用バルーン取付溝が設けられている。超音波検査をする際は、この超音波用
バルーン取付溝を用いて超音波用バルーンが装着される。この超音波用バルーンに注水す
るために、あるいは超音波用バルーンに注水された水を抜くために、内視鏡には、送水吸
引流路が設けられている。
　この送水吸引流路は、内視鏡の先端部からケーブル（チューブ）を介して操作部に設け
られた開口ポートに接続されている。この開口ポートには、水を送出するあるいは吸引す
る装置、例えばシリンジが口金を介して接続可能な構成になっている。
【０００３】
　上記送水吸引流路の開口ポートを備える内視鏡の一例として、超音波用バルーンへの注
水を行う注水ポートを操作部に設け、挿入部に注水管路を挿通配置し、注水ポートからシ
リンジ等により注水管路を通して超音波用バルーンへ手動注水する内視鏡が知られている
（特許文献１）。　上記内視鏡では、注水口金部材（２５ｂ）が、パイプ状フレーム（２
６）に設けられた孔を貫通して、パイプ状フレームの内部空間に突出し、この突出した部
分が注水ポート用台座（２５ａ）によって固定支持される構成となっている（特許文献１
の図６参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１４１８１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記内視鏡では、パイプ状フレームの内部空間に突出した注水口金部材の部分を、注水
ポート用台座を用いて固定することで、注水口金部材を固定支持するので、パイプ状フレ
ームの内部空間では、注水ポート用台座の大きな出っ張りが占有する。このため、パイプ
状フレーム内に設けられる先端部のセンサから延びる信号線や各流路を配置するスペース
は制限され易い。また、信号線や流路の数が増えることで、信号線や流路の配置が困難に
なる場合もある。
【０００６】
　そこで、本発明は、生体組織を検査する内視鏡の操作部において、操作部に設けられる
流体の開口ポートの構成が簡素であり、先端部から延びる信号線及び流路が配置される、
操作部内の開口ポート周りの内部空間において出っ張りがない構成を実現する内視鏡と内
視鏡システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様は、生体組織を検査する内視鏡である。当該内視鏡は、
　生体組織を検査するセンサを備え、気体あるいは液体のいずれかの流体を吐出あるいは
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吸引する先端開口が設けられた先端部と、前記センサの信号線及び前記先端開口それぞれ
から延びて前記流体が流れる流路を少なくとも備えたケーブルと、を備えた挿入部と、
　前記挿入部と接続され、前記流路への前記流体の供給あるいは前記流路からの前記流体
の吸引を行う開口ポートを備えた流体操作部を含む、前記先端部を操作するための操作部
と、を備える。
　前記流体操作部は、
　前記流路を形成する管及び前記信号線が内部に配置される、外殻部材で形成された筒状
部と、
　前記筒状部から突出し、前記開口ポートを備えた開口ポート突出部と、を備え、
　前記開口ポートは、
　前記外殻部材の前記筒状部から枝分かれして突出し、かつ前記筒状部内の筒状内部空間
から枝分かれした突出部内部空間を有する、管形状の前記外殻部材の突出部と、
　前記流体の供給あるいは吸引を行う装置と装着可能に構成された口金と、前記口金と接
続されて前記流体が流れる流路と、が設けられ、前記突出部内部空間に挿入され、かつ挿
入方向に移動しないように前記突出部内部空間内で位置決めされる口金部材と、
　前記口金部材と前記突出部の内壁との間の、前記口金部材の外周にある隙間に挿入され
、位置決めされた前記口金部材を前記口金部材の前記挿入方向に押圧して前記突出部に固
定するように構成した固定部材と、を備える。
　前記固定部材により前記突出部に固定された前記口金部材の挿入側先端は、前記突出部
内部空間に位置する。
【０００８】
　前記突出部の内壁には、前記突出部の突出先端から前記突出部の基部を見て、前記内壁
面から前記突出部内部空間の内側に向かって張り出した段差が設けられ、
　前記口金部材には、前記口金部材を位置決めするために、前記口金部材の外周から外側
に突出し前記段差と当接するフランジが設けられ、
　前記固定部材は、前記フランジが前記段差に当接した前記口金部材を前記段差に向かっ
て押圧することにより、前記口金部材を前記突出部に固定するように構成されている、こ
とが好ましい。
【０００９】
　前記口金部材の前記フランジが前記段差に当接する当接位置から前記口金部材の挿入側
の先端面までの距離Ａは、前記筒状内部空間から枝分かれする前記突出部内部空間の開始
位置から前記段差が前記フランジに当接する当接位置までの距離Ｂに比べて短い、ことが
好ましい。
【００１０】
　前記筒状部の内側には、前記筒状部を前記筒状部の内側から補強する筒状補強部材が設
けられ、
　前記口金部材には、前記口金部材に設けられた前記流路から延びる、前記流体が流れる
管が設けられ、
　前記筒状補強部材には、前記管が通るための穴が前記突出部の位置に対応して設けられ
、前記穴の大きさは、前記管の大きさより大きく、前記口金部材の挿入側の先端面の大き
さよりも小さい、ことが好ましい。
【００１１】
　前記固定部材は、前記突出部内部空間の内壁との嵌め合せにより前記突出部に固定され
る、ことが好ましい。
【００１２】
　本発明の他の一態様は、前記内視鏡と、前記内視鏡から送られる前記センサの信号を用
いてデータ処理を行い、画像を出力するプロセッサと、を含む内視鏡システムである。
【発明の効果】
【００１３】
　上述の内視鏡及び内視鏡システムによれば、操作部に設けられる流体の開口ポートの構
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成は簡素であり、先端部から延びる信号線及び流路が配置される、操作部内の開口ポート
周りの内部空間において出っ張りがない構成を実現することができる。このため、内視鏡
の先端部のセンサから延びる信号線や各流路を配置するスペースができ、信号線や流路の
数が増えても、信号線や流路の配置が容易である。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本実施形態の内視鏡システムの一例を示す図である。
【図２】本実施形態の内視鏡の流体操作部の断面の一例を示す図である。
【図３】本実施形態の内視鏡の流体操作部の構成の一例を示す図である。
【図４】図３に示す開口ポートの構成部材の一例を示す開口ポートの分解図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本実施形態について、図面を参照しながら説明する。
　図１は、本実施形態の内視鏡１０を含む内視鏡システム１の一例を示す図である。図１
に示す内視鏡１０は超音波気管支鏡であるが、これ以外の内視鏡であってもよい。
【００１６】
（内視鏡）
　図１に示す内視鏡１０は、操作部１１と、先端部１２ａ及び第１ケーブル１２ｂを主に
備えた挿入部１２と、第２ケーブル１３と、超音波画像伝送用ケーブル１４と、プロセッ
サに接続されるプロセッサコネクタ部１５と、超音波画像処理装置コネクタ部１６と、を
主に備える。
【００１７】
　先端部１２ａは、生体組織を検査するセンサ、具体的には、撮像素子及び超音波プロー
ブを備える。先端部１２ａの外側部分は硬質樹脂で構成されている。先端部１２ａの操作
部１１の側には、撮像素子による撮像のための対物レンズや照明レンズ等（図示略）が設
けられている。
　さらに、先端部１２ａは、液体あるいは気体を吐出するあるいは吸引する複数の先端開
口を備える。
　先端部１２ａには、液体を充填した超音波用バルーンを生体組織に接触させて超音波診
断を行うために用いる超音波用バルーン（図示略）が装着されるようになっている。上記
複数の先端開口には、先端部１２ａに装着した超音波用バルーンに液体を注入する、ある
いは注入した液体を吸引する先端開口（図示略）が含まれる。
　また、先端部１２ａには、可撓性を有する処置具、例えば穿刺針（図示略）を生体組織
に接触させるための開口であって、この開口を通して生体組織上の液体や気体の吸引を行
なう先端開口（図示略）が設けられている。上記複数の先端開口には、この生体組織上の
液体や気体の吸引を行なう先端開口も含まれる。
　また、撮像素子に付随した対物レンズ及び照明レンズの表面を洗浄する水等の液体を吐
出する先端開口、及び対物レンズ及び照明レンズの表面に残存する液体や異物を除去する
ために空気等の気体を吐出する先端開口が設けられてもよく、この場合、これらの先端開
口も、上記複数の先端開口の一部として含まれる。
【００１８】
　挿入部１２には、上下方向に湾曲する湾曲部１８が設けられている。一実施形態では上
下方向及び左右方向に湾曲する湾曲部もありうる。湾曲部１８より操作部１１の側の部分
は自重や施術者の操作に追従して屈曲することができる可撓性のある第１ケーブル１２ｂ
となっている。
【００１９】
　第１ケーブル１２ｂは、先端部１２ａと操作部１１の間に設けられ、先端部１２ａに設
けられるセンサの信号線及び上記複数の先端開口それぞれから延びる、気体あるいは液体
の流体が流れる複数の挿入部流路がその内部に設けられている。これらの挿入部流路は、
管、チューブ、あるいは長孔により形成されている。
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【００２０】
　図１に示すように操作部１１の先端部１２ａの側には、可撓性を有する穿刺針を挿入す
るための処置具挿入口突出部１１ａが突設している。処置具挿入口突出部１１ａの端部開
口にはキャップが着脱可能に取り付けてある。挿入部１２の内部には処置具挿入口突出部
１１ａから先端部１２ａ側に向かって延びかつ可撓性を有する処置具挿通兼吸引管（図示
略）が設けられている。処置具挿通兼吸引管は、先端開口で開口している。処置具挿入口
突出部１１ａから処置具挿通兼吸引管に挿入された穿刺針は、先端開口から外側に突出可
能である。先端開口から突出した穿刺針は、生体組織を触診するために用いられる。
　このように、第１ケーブル１２ｂは、上述した各先端開口から延びる挿入部流路を内部
に備える。
【００２１】
　操作部１１は、操作ボタン１１ｂと、湾曲操作レバー１１ｃと、を備える操作本体部１
１ｄと、操作本体部１１ｄに対して挿入部１２の側に設けられた流体操作部１１ｅと、を
備える。
　操作本体部１１ｄには、第２ケーブル１３を介して延びる流体のコネクタ側流路がその
内部に設けられている。
　操作ボタン１１ｂは、先端部１２ａに設けられた撮像素子の動作や後述するプロセッサ
の処理を遠隔操作する機能を備える。
【００２２】
　湾曲操作レバー１１ｃは、湾曲部１８を、上下方向に湾曲させるために、施術者が操作
するレバーである。湾曲操作レバー１１ｃの回転操作に応じて湾曲部１８が上下方向に湾
曲する。
【００２３】
　流体操作部１１ｅは、流体操作部１１ｅを形成する外殻部材２２（図３において、左下
方に傾斜した傾斜線で示した領域）によって外表面が構成されている。外殻部材２２は、
操作本体部１１ｄの外表面を形成する部材とは別の部材であり、操作本体部１１ｄの外表
面を形成する部材と接合される。
　流体操作部１１ｅには、開口ポート２０が設けられている、開口ポート２０は、先端部
１２ａの先端開口から延びる流路の１つと接続されている。開口ポート２０に接続される
流路は、本実施形態では、超音波用バルーンに水を注入するために水を送るあるいは注入
した水を吸引する送水吸引流路である。しかし、一実施形態では、開口ポート２０に接続
される流路は、上述した先端部１２ａに設けられた対物レンズ及び照明レンズの表面を洗
浄する水等の液体を吐出する先端開口、あるいは対物レンズ及び照明レンズの表面に残存
する液体や異物を排除するために空気等の気体を吐出する先端開口から延びる流路であっ
てもよい。また、本実施形態の開口ポートが送出するあるいは吸引する流体は、水である
が、一実施形態によれば、水以外の液体である。さらに、一実施形態によれば、流体は、
気体である。
【００２４】
　プロセッサコネクタ部１５は、図１においてブロック図で示されるプロセッサ２に接続
される。プロセッサ２は、先端部１２ａに向けて伝送する照明光を出射する光源ユニット
と、先端部１２ａ内の撮像素子で生成した信号をデータ処理して生体組織の情報を含んだ
画像データを生成し、生成した画像をディスプレイ（図示略）に出力する処理装置である
。
【００２５】
　超音波画像伝送用ケーブル１４は、超音波診断装置４に接続される。超音波診断装置４
は、先端部１２ａの超音波プローブで生成され、信号線及び超音波画像処理装置コネクタ
部１６を通して伝送されたエコー信号を処理して、検査対象の生体組織の診断用画像を生
成し、生成した画像をディスプレイ（図示略）に出力する装置である。
　本実施形態における内視鏡システム１は、内視鏡１０と、内視鏡１０から送られるセン
サの信号を用いてデータ処理を行い、画像を出力するプロセッサ２と、超音波診断装置４
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とを含む。一実施形態によれば、内視鏡１０と、プロセッサ２と、を含み、超音波診断装
置４を含まなくてもよい。
【００２６】
　このように、本実施形態の内視鏡１０は、生体組織を検査するセンサを備え、流体を吐
出あるいは吸引する先端開口が設けられた先端部１２ａと、センサの信号線及び先端開口
それぞれから延びて流体が流れる流路を少なくとも備えた第１ケーブル１２ｂと、を備え
た挿入部１２を備える。内視鏡１０は、さらに、挿入部１２と接続され、流体の供給ある
いは吸引を行う開口ポート２０を備える流体操作部１１ｅを含む、先端部１２ａを操作す
るための操作部１１を備える。
【００２７】
　図２は、上述した流体操作部１１ｅの断面の一例を示す図である。
　流体操作部１１ｅは、外殻部材２２によってその表面が形成されている。外殻部材２２
の筒状形状の筒状内部空間３４ａ（図４参照）には、先端部１２ａのセンサの信号線、例
えば、撮像素子の撮像信号を伝送する信号線２４ａ及び超音波プローブの受信したエコー
信号を伝送する信号線２４ｂを含む。さらに、生体組織を照明するための照射光を伝送す
る光ファイバを束ねたライト伝送ケーブル２４ｃ、湾曲操作レバー１１ｃと湾曲部１８と
を接続し、湾曲部１８を上下方向に湾曲させるための指示を伝える操作ケーブル２４ｄ、
この他に、撮像素子及び超音波プローブの動作を制御する、図示されない制御信号線等が
配置されている。このような信号線やケーブル等は、先端部１２     ａの接続先の位置
と、操作部１１の接続元の位置に応じて、流体操作部１１ｅの筒状内部空間３４ａの適切
な場所に配置される。
【００２８】
　上述したように、流体操作部１１ｅの筒状内部空間３４ａにおいて、従来のように、開
口ポートを構成する構成部材が出っ張っていると、信号線やケーブル等が筒状内部空間３
４ａの適切な場所に配置されない場合が多い。このため、本実施形態では、図２に示すよ
うに、流体操作部１１ｅ内の開口ポート２０周りの筒状内部空間３４ａにおいて出っ張り
がない構成となるように、流体操作部１１ｅは構成されている。流体操作部１１ｅについ
て、以下説明する。
【００２９】
（流体操作部）
　図３は、内視鏡１０の流体操作部１１ｅの構成の一例を示す断面図である。図３に示す
断面図のうち、中心線ＣＬより上側部分は、図２に示すＯ－Ａ矢視断面を示し、中心線Ｃ
Ｌより下側部分は、図２に示すＯ－Ｂ矢視断面を示す。図４は、図３に示す開口ポート２
０の構成部材の一例を示す開口ポート２０の分解図である。
【００３０】
　流体操作部１１ｅは、図３に示すように、筒状部３４と、開口ポート突出部３６と、処
置具挿入口突出部１１ａと、を備える。
　筒状部３４の内部には、先端部１２ａから延びる流路を形成する管、例えば管４０及び
信号線２４ａ，２４ｂが少なくとも内部に配置され、筒状部３４は外殻部材２２で形成さ
れている。
　処置具挿入口突出部１１ａは、筒状部３４から突出し、その突出先端には、処置具挿入
口４２が設けられている。処置具挿入口４２から延びる管は、流体を吸引する吸引管４６
に合流し、さらに、先端部１２ａの先端開口に延びる管４４に接続されることにより、処
置具挿入口４２と先端部１２ａの先端開口は接続される。
　開口ポート突出部３６は、筒状部３４から突出し、流体を送出あるいは吸引する開口ポ
ート２０を備える。開口ポート２０は、流体の送出あるいは吸引を行うシリンジ等の装置
に接続される。開口ポート２０は、後述する貫通孔５０ｂ及びチューブ５０ｃを介して、
流体操作部１１ｅ内の筒状内部空間３４ａに配置される流路（管４０の流路）に接続され
る。
【００３１】
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　開口ポート２０は、外殻部材２２の開口ポート突出部３６と、口金部材５０と、固定部
材５２と、を備えて構成される。
【００３２】
　開口ポート突出部３６は、外殻部材２２の筒状部３４から枝分かれして突出し（図３に
おいて、図中下方向に突出し）、かつ筒状部３４内の筒状内部空間３４ａ（図４参照）か
らが枝分かれした突出部内部空間３６ａ（図４参照）を有する。開口ポート突出部３６の
形状は、突出先端を有する管形状である。
　口金部材５０は、開口ポート突出部３６の突出部内部空間３６ａに挿入されて挿入方向
に移動しないように所定の位置に位置決めされる。
　口金部材５０は、流体の供給あるいは吸引を行う装置、例えばシリンジの外部口金が装
着可能に構成された口金５０ａを備える。口金部材５０には、口金５０ａから延びる貫通
孔５０ｂが設けられ、貫通孔５０ｂは、口金５０ａの端と反対側の端で開口して、この開
口から可撓性のあるチューブ５０ｃが延びている。チューブ５０ｃは、筒状内部空間３４
ａに配置されている管４０と接続される。
【００３３】
　固定部材５２は、口金部材５０と開口ポート突出部３６の内壁との間の、口金部材５０
の外周にある隙間に挿入される。固定部材５２は、開口ポート突出部３６に対して位置決
めされた口金部材５０を口金部材５０の挿入方向に押圧して開口ポート突出部３６に固定
するように構成される。この場合、固定部材５２は、開口ポート突出部３６に固定される
ことで、口金部材５０を開口ポート突出部３６に固定する。このときの固定部材５２の開
口ポート突出部３６への固定方法は、特に制限されない。一実施形態によれば、嵌め合わ
せにより固定される。一実施形態によれば、螺合、すなわち、オネジ及びメネジの関係に
より、固定部材５２は、開口ポート突出部３６に固定される。このとき、固定部材５２は
、口金部材５０を口金部材５０の挿入方向に押圧して固定する。
　図４に示す例では、固定部材５２は、開口ポート突出部３６に螺合により固定される。
固定部材５２の外周面にはオネジ部５２ａが設けられ、開口ポート突出部３６の内壁面に
メネジ部３６ｂが設けられ、これらのネジ部によって固定部材５２は、開口ポート突出部
３６に螺合により固定される。なお、螺合は、嵌め合わせの一形態である。
【００３４】
　図４に示すように、口金部材５０の外周には、Ｏリング５０ｄが設けられ、固定部材５
２の外周には、Ｏリング５２ｂが設けられ、流体が、筒状部３４の筒状内部空間３４ａに
進入することを阻止する。
【００３５】
　本実施形態によれば、口金部材５０は、開口ポート突出部３６の突出部内部空間３６ａ
に口金部材５０が挿入されたとき、口金部材５０が挿入方向に移動しないように、所定の
位置に位置決めされる。固定部材５２は、口金部材５０の外周であって、口金部材５０と
開口ポート突出部３６の内壁との間の隙間に挿入される。このとき、固定部材５２は、口
金部材５０を口金部材５０の挿入方向に押圧した状態で、開口ポート突出部３６に固定さ
れることにより、口金部材５２を開口ポート突出部３６に固定する。固定部材５２により
開口ポート突出部３６に固定された口金部材５０では、口金部材５０の挿入側の先端は、
開口ポート突出部３６内の突出部内部空間３６ａ内に位置する。したがって、開口ポート
２０を構成する口金部材５０及び固定部材５２のいずれの構成部材も、筒状部３４の筒状
内部空間３４ａに存在せず、開口ポート突出部３６の突出部内部空間３６ａに設けられる
ので、筒状内部空間３４ａには、開口ポート２０を構成する構成部材の出っ張りがない。
このため、内視鏡１０の先端部１２ａのセンサから延びる信号線や先端開口から延びる各
流路を適切な位置に配置するスペースができ、信号線や流路の数が増えても、信号線や流
路の配置が容易にできる。
【００３６】
　一実施形態によれば、開口ポート突出部３６の内壁には、図３，４に示すように、突出
先端から開口ポート突出部３６の基部を見て、内壁から突出部内部空間３６ａの内側に向
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かって張り出した段差３６ｃが設けられる。このとき、口金部材５０には、図４に示すよ
うに、口金部材５０の外周から外側に突出したフランジ５０ｅが設けられる。固定部材５
２は、口金部材５０のフランジ５０ｅを段差３６ｃに当接させることにより位置決めした
口金部材５０を段差３６ｃに向かって押さえて固定するように構成される。これにより、
口金部材５０は、開口ポート突出部３６の所定の位置に位置決めされるので、口金部材５
０の挿入側の先端は、確実に、開口ポート突出部３６内の突出部内部空間３６ａに位置す
ることができる。
　この場合、口金部材５０のフランジ５０ｅが段差３６ｃに当接する当接位置から口金部
材の先端までの距離Ａ（図４参照）は、筒状内部空間３４ａから枝分かれする突出部内部
空間３６ａの開始位置から段差３６ｃがフランジ５０ｅと当接する段差３６ｃの当接位置
までの距離Ｂに比べて短いことが好ましい。
【００３７】
　一実施形態によれば、図３，４に示すように、筒状部材２２の内側には、筒状部材２２
を筒状部材２２の内側から補強する筒状補強部材７０（図３において、右下方に傾斜した
傾斜線で示した領域、図４において、左下方に傾斜した傾斜線で示した領域）が設けられ
る。このとき、口金部材５０には、口金部材５０に設けられた流体の流路となる貫通孔５
０ｂから延びる、流体が流れるチューブ（管）５０ｃが設けられる。筒状補強部材７０に
は、チューブ５０ｃが通るための穴７０ａが開口ポート突出部３４の位置に対応して設け
られる。このとき、筒状補強部材７０の穴７０ａの大きさは、勿論、チューブ５０ｃ大き
さより大きい。一方、上記穴７０ａの大きさは、口金部材５０の挿入側の先端面５０ｆの
大きさよりも小さい。このように、筒状補強部材７０の穴７０ａの大きさを制限すること
により、筒状補強部材７０の強度が低下することを抑制し、筒状部材２２の強度の低下を
抑制することができる。筒状補強部材７０の穴は、湾曲したチューブ５０ｃを穴７０ａに
貫通させる組立作業が容易にできるように、筒状補強部材７０の延在方向に細長い長穴と
することが好ましい。
【００３８】
　以上、本実施形態の内視鏡及び内視鏡システムについて説明したが、本発明は、上記の
構成に限定されるものではなく、本発明の技術的思想の範囲内において様々な変形が可能
である。
【符号の説明】
【００３９】
１　内視鏡システム
１０　内視鏡
１１　操作部
１１ａ　処置具挿入口突出部
１１ｂ　操作ボタン
１１ｃ　湾曲操作レバー
１１ｄ　操作本体部
１１ｅ　流体操作部
１２　挿入部
１２ａ　先端部
１２ｂ　第１ケーブル
１３　第２ケーブル
１４　超音波画像伝送用ケーブル
１５　プロセッサコネクタ部
１６　超音波画像処理装置コネクタ部
１８　湾曲部
２０　開口ポート
２２　外殻部材
２４ａ，２４ｂ　信号線
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２４ｃ　ライト伝送ケーブル
２４ｄ　操作ケーブル
３４　筒状部
３４ａ　筒状内部空間
３６　開口ポート突出部
３６ａ　突出部内部空間
３６ｂ　メネジ部
３６ｃ　段差
４０，４４　管
４２　処置具挿入口
４６　吸引管
５０　口金部材
５０ａ　口金
５０ｂ　貫通孔
５０ｃ　チューブ
５０ｄ　Ｏリング
５０ｅ　フランジ
５０ｆ　先端面
５２　固定部材
５２ａ　オネジ部
５２ｂ　Ｏリング
７０　筒状補強部材
７０ａ　穴
 

【図１】 【図２】
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